
○大子町就学援助規則 

平成１９年３月３０日 

教育委員会規則第８号 

改正 平成１９年１２月２５日教委規則第１１号 

平成２１年１２月２２日教委規則第９号 

平成２２年９月２７日教委規則第１２号 

平成２５年６月２８日教委規則第９号 

平成２７年３月３０日教委規則第４号 

（趣旨） 

第1条 この規則は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１９

条の規定に基づき，経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対す

る必要な援助（以下「就学援助」という。）を行うことに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（平１９教委規則１１・平２１教委規則９・一部改正） 

（定義） 

第2条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 児童生徒 大子町立小学校又は中学校に就学している児童（法第１８条に規定する

学齢児童をいう。以下同じ。）又は生徒（同条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。）

をいう。 

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは，未成年後見

人）をいう。 

（平２１教委規則９・一部改正） 

（対象者） 

第3条 就学援助を受けることができる者は，町内に住所を有する保護者で，次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者 

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると大子町教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）が認める者 

（平２１教委規則９・一部改正） 



（就学援助の種類） 

第4条 就学援助の種類は，別表に定めるとおりとする。ただし，前条第１号に該当する保

護者で，生活保護法第１３条に規定する教育扶助が行われているものにあっては，修学

旅行費，医療費及び通院費のみ就学援助を行うものとする。 

（平２１教委規則９・全改） 

（就学援助の額） 

第5条 就学援助の額は，毎年度予算の範囲内において，別表に定めるところによる。 

（平２１教委規則９・全改） 

（就学援助の認定申請） 

第6条 就学援助を受けようとする保護者（以下「申請者」という。）は，毎年度，就学援

助認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，教育委員会に提出しなければ

ならない。ただし，第３条第１号に該当する保護者が申請する場合は，添付すべき書類

を省略することができる。 

(1) 所得を有する世帯全員の源泉徴収票又は町県民税及び所得税の申告書の写しその

他の前年の所得額を確認できる書類 

(2) 前号に掲げるもののほか，教育委員会が必要と認める書類 

2 前項の場合において，申請者に係る児童生徒が在学する学校の校長（以下「校長」とい

う。）は，要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票（様式第２号。以下「世帯票」と

いう。）を作成し，教育委員会に提出しなければならない。 

（平２１教委規則９・一部改正） 

（就学援助の認定等） 

第7条 教育委員会は，前条に規定する申請があったときは，その内容を審査の上，認定の

可否を決定し，就学援助認定通知書（様式第３号）又は就学援助否認定通知書（様式第

４号）により申請者に通知するものとする。 

2 教育委員会は，前項の認定を行うに当たり必要があると認めるときは，校長又は民生委

員に意見を求めることができる。 

3 教育委員会は，第１項の規定による通知のほか，世帯票により認定の結果を校長に通知

するものとする。 

（就学援助の支給） 

第8条 教育委員会は，前条第１項の規定により就学援助の認定を受けた保護者（以下「認



定保護者」という。）に対し，当該認定保護者からの請求に基づき就学援助を支給する

ものとする。 

2 前項の場合において，認定保護者は，就学援助の請求及び受領に関する権限を委任状（様

式第５号）により校長に委任することができる。 

（平２１教委規則９・一部改正） 

（就学援助の取消し等） 

第9条 教育委員会は，認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは，就学援助の認

定を取り消すものとする。 

(1) 第３条に定める要件に該当しなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により就学援助の支給を受けたとき。 

2 教育委員会は，認定保護者が前項第２号の規定により就学援助の支給を受けたときは，

当該就学援助の全部又は一部を，当該認定保護者から返還させるものとする。 

（平２１教委規則９・一部改正） 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか，就学援助に関し必要な事項は，教育委員会が別に

定める。 

附 則 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年教委規則第１１号） 

この規則は，平成１９年１２月２６日から施行する。 

附 則（平成２１年教委規則第９号） 

この規則は，公布の日から施行し，改正後の大子町就学援助規則については，平成２１

年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２２年教委規則第１２号） 

（施行期日） 

1 この規則は，公布の日から施行し，改正後の大子町就学援助規則の規定は，平成２２年

４月１日から適用する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の日の前日までに，改正前の大子町就学規則の規定によりなされた申請

その他の行為は，改正後の大子町就学援助規則の規定によりなされた申請その他の行為



とみなす。 

附 則（平成２５年教委規則第９号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年教委規則第４号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

別表（第４条，第５条関係） 

（平２１教委規則９・追加，平２２教委規則１２・平２５教委規則９・平２７教

委規則４・一部改正） 

就学援助の種類及び額 

種類 定義 限度額 

学用品費 児童生徒が通常必要とする物品で，各教科及び

特別活動の学習に必要とされる学用品（実験及

び学習材料費を含む。）の購入費 

（１） 児童３，４２０円 

（２） 生徒９，３２０円 

通学用品費 児童生徒（第１学年の者を除く。）が通常必要

とする通学用品（通学用靴，雨靴，雨傘，上履

き，帽子等）の購入費 

児童生徒２，２３０円 

校外活動費 児童生徒が学校行事として校外活動（修学旅行

を除く。）に参加するために直接必要な交通費

及び見学料（宿泊を伴うものは，学年を通じて

１回に限る。） 

（１） 宿泊を伴わないもの 

ア 児童１，５５０円 

イ 生徒２，２４０円 

（２） 宿泊を伴うもの 

ア 児童３，５７０円 

イ 生徒６，０１０円 

体育実技用

具費 

体育の授業の実施に必要な体育実技用具（柔

道，剣道，スキー及びスケートに係る用具）で，

当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意

することとされているものの購入費 

購入費に相当する額 

新入学児童

生徒学用品

費等 

小学校又は中学校に入学する者が通常必要と

する学用品及び通学用品（ランドセル，カバン，

通学用服，雨靴，雨傘，上履き，帽子等）の購

（１） 児童２０，４７０円 

（２） 生徒２３，５５０円 



入費 

修学旅行費 児童生徒が修学旅行（小学校又は中学校を通じ

てそれぞれ１回に限る。）に参加するために直

接必要な交通費，宿泊費，見学料及び均一に負

担すべきこととなるその他の経費 

経費に相当する額 

通学費 児童生徒（片道の通学距離が，児童にあっては

４キロメートル以上，生徒にあっては６キロメ

ートル以上の者に限る。）が最も経済的な通常

の経路及び方法により通学する場合に要する

交通費 

公共交通機関の定期代に相当

する額 

学校給食費 児童生徒の学校給食に要する経費で，保護者が

負担するもの 

保護者が負担する経費に相当

する額 

医療費 児童生徒が学校保健安全法施行令（昭和３３年

政令第１７４号）第８条に定める疾病にかかっ

た場合に当該疾病の治療のための医療に要す

る経費 

経費に相当する額 

通院費 児童生徒（医療機関との距離が４キロメートル

以上ある学校に在学し，治療のため公共交通機

関を利用する者に限る。）が上記治療のための

通院に要する交通費 

交通費に相当する額 

クラブ活動

費 

小学校又は中学校のクラブ活動（課外の部活動

を含む。以下同じ。）の実施に必要な用具等で，

当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用

意することとされているものについて，当該用

具又はその購入費及び当該活動を行う児童又

は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経

費 

（１） 児童２，７１０円 

（２） 生徒２９，６００円 

生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費（児童会費，学級

費，クラス会費を含む。以下同じ。）として一

（１） 児童４，５７０円 

（２） 生徒５，４５０円 



律に負担すべきこととなる経費 

PTA会費 小学校又は中学校において，学校・学級・地域

等を単位とするPTA活動に要する費用として一

律に負担すべきこととなる経費 

（１） 児童３，３８０円 

（２） 生徒４，１９０円 



 



 



 



 



 



様式第1号（第６条関係） 

様式第2号（第６条関係） 

様式第3号（第７条関係） 

（平２１教委規則９・平２２教委規則１２・一部改正） 

様式第4号（第７条関係） 

様式第5号（第８条関係） 

（平２１教委規則９・一部改正） 

 


